
 

にっぽうニュース      （令和3年10月18日） 

①  意匠の保護対象 

 意匠は物品の形状等であることから、以前は不動産などが対象外でしたが、建築物や内装の意匠が対象になり、

また、物品から独立した画像の意匠も保護されるようになっています。 

１．建築物の意匠     ２．内装の意匠 

 意匠登録第１６７１７７３号「商業用建築物」   意匠登録第１６７１１５２号「書店の内装」 

 

 

 

 

 

３．画像の意匠 

 意匠登録第１６７２３８３号「車両情報表示用画像」 

 

 

 

 

 

 

②  商標の審査例 

 集英社の大ヒット作品「鬼滅の刃」の模様について商標登録出願されています。 

           竈門炭治郎 

           市松模様の一種であり、自他商品識別力がないとして拒絶査定 

            

           竈門禰豆子 

           麻の葉模様の一種であり、自他商品識別力がないとして拒絶査定 

            

           我妻善逸 

           黄地に白の三角形を連続反復的に配置したもので、自他商品識別力がないとして拒絶査定 

            

 ちなみに、冨岡義勇、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎の模様については商標登録されています。 

 


